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1．文化財に対して薬剤を用いる場面
　現在，文化財分野で導入が進んでいる文化
財 IPM1, 2）では，日常管理により虫菌害を未
然に防ぐことが重要とされており，これは 

「問題を予測し，予防する」という予防的保存
Preventive conservationに基づいたものであ
る。IPMは，総合的有害生物管理（Integrated 
Pest Management）の頭文字を取った略語で
あり，文化財IPMとは「博物館・美術館・資料
館・図書館・文書館等の建物において考えられ
る有効で適切な技術を合理的に組み合わせて使
用し，文化財害虫がいないこと，カビによる目
に見える被害がないことを目指して，建物内の
有害生物を制御し，その水準を維持する」とい
う生物被害対策の考え方である2）。
　IPM作業を進めていくにあたっては，5段階
に分けられた生物被害管理プログラムを実施
していくこととなる。行程は，①回避Avoid，
②遮断Block，③発見（点検）Detect，④対処
Respond，⑤復帰Recoverであり 1），この中で
①～③が予防的措置にあたり，これらを日常管
理として日々繰り返し行う。
　文化財に対して薬剤を用いる必要がある場面
の多くは，前記の「日常管理の範疇で虫菌害を
防除することが困難な場合」であり，具体例と
しては次のようなものが挙げられる。

①殺虫殺菌処理のために用い，進行中の被害
を止めることを目的とする場合。

②虫菌害のリスクが増大した時に用いる。例
えば，材質，保存環境の状態から，虫菌害
の発生リスクが高いと判断された場合。

　かつては，「予防＝薬剤を用いた予防」とい
う構図が見られたが，現在では文化財 IPMの
浸透や化学物質による人や環境への負荷軽減

が求められる社会背景もあり，薬剤の使用に
あたって「防除手段として薬剤を選択する明確
な理由」を示す必要がある場面も多くなってい
る。さらに文化財分野では，人や環境への影響
に加えて，文化財材質への影響も考慮した上で
薬剤を用いる必要があり，その選定には細心の
注意が必要である。
　本講座では，前編として“文化財用虫菌害防
除薬剤を選定する際の考え方と注意点”を，後
編として“具体的な薬剤の特徴と使用上の留意
点”について解説する。なお，本稿ではあくま
でも概要を示すのみであるから，より詳細な事
柄について理解を深める際には，文化財虫菌害
研究所（以下，当研究所という。）の“文化財虫
菌害防除薬剤等認定規程 3）”および“文化財虫
菌害防除薬剤等認定に関する審査指針 4）”を参
照していただきたい。

2．文化財に有効適切な薬剤の条件
　文化財の虫菌害防除に用いる薬剤が備えるべ
き条件としては，以下のようなものが挙げられ
る 5），6）。

①対象文化財に薬害をおよぼさない。
②文化財に残留，吸着される薬量が少ない。
③薬剤に拡散性・浸透性がある。
④薬剤に引火性・爆発性がほとんどない。
⑤殺虫・殺菌力がある。
⑥人体や環境への影響ができるだけ少ない。

　上記の事柄は，①，②が文化財への安全性に
関すること，③～⑤が薬剤の効果（効力）に関
すること，⑥が人や環境への影響に関すること
に分けられる。なお，2023年5月時点において，
上記の条件を全て完全に満たす薬剤は存在せ
ず，使用する場面ごとに，どういった事柄を優
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先するかをその都度考えながら選択や利用がな
されている。
　文化財に対して化学物質を用いる際には，特
に，材質への影響を充分に考慮しているかとい
う点に留意して使用の可否を検討する必要があ
り，得られる効果のために文化財を汚損，毀損
することがあってはならない。盲目的，あるい
は使用理由の充分な検討なしに，薬剤利用がな
されるべきではない。
　文化財用薬剤を扱う際には，①薬剤の特性

（効果，影響等）を理解すること，②効果や
影響など担保する資料（例えば，SDS（Safety 
Data Sheet: 安全データシート 7））や影響試験結
果）を収集すること，③前記①，②に基づく薬
剤使用に際して客観的判断をすることが求めら
れる。また，薬剤を製造，販売する者について
は，これらの問い合わせ等に対しての対応が必
要となる。

3．薬剤による文化財への影響の考慮
　具体的事項としては，材質試験によって文化
財への影響を調べているかが挙げられる。で
は，材質試験を行ってさえいればよいのかとい
うと，そういった単純な話ではなく，薬剤の用
途によって，どのような材質（材料）に対して，
どのような試験をしているか，その結果や評価
はどうかという点が重要となる。
　「文化財用」と名乗っていても材質試験が充
分に実施されているとは限らず，試験が実施さ
れていても対象資料についての影響が不明瞭な
可能性もある。文化財は複合素材からなる場合
も少なくないので，その影響について厳密に答
えを出すことが難しい場面もある。
　また，「人や環境にやさしい」「天然由来の素
材」と銘打たれた薬剤が，文化財にもやさしい

（影響がない）とは限らないので，注意が必要
である。
　いずれにしても，薬剤の使用を考える際には
材質試験の実施状況について確認し，その結果
に基づいて使用の可否を個別に検討することが
大切である。

4．文化財用薬剤と規制法との関係
　医薬品・医薬部外品については薬機法（医薬
品・医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律） 8）に基づき厚生労働省が，
農薬については農薬取締法 9）に基づき農林水産
省がそれぞれ規制を行っている。
　一方，文化財に使える薬剤かどうかを規制す
る法律注1）はなく，薬剤の選定は対象文化財や
処理区画に応じて自己判断する必要があるた
め，影響する様々な事柄について事前に充分検
討しなければならない。その際の検討事項の一
つには，前項の材質への影響が挙げられる。
　当研究所では，薬剤選定時の指標となるよ
う，文化財虫菌害防除薬剤等認定規程に基づ
き，薬剤の認定や登録を事業の一環として行っ
ている。

5．文化財虫菌害防除薬剤等認定規程について
　標題の規程においては，希望する申請者に以
下のような説明資料（一部を抜粋した。）の提出
を求め，大学教員や専門機関に所属する各分野
の専門家らからなる認定委員会に意見を求めた
上で，当研究所が認定を行っている。
　説明資料の例（一部抜粋）

・薬剤を製造あるいは販売する申請者が管
理，コンプライアンス等に対応する体制を
もつことの説明

・効力試験結果
・文化財等の材料への影響試験結果
・人及び環境に及ぼす影響に関する資料
・使用方法（使用範囲，対象，安全に使用す

るための方法）に関する説明書
　なお，上記はいずれも関係法令を遵守し，試
験については客観的な評価が可能な科学的手法
に基づいた結果による資料でなければならな
い。すなわち「使用実績がある」「これまでに文
化財の汚損・毀損歴はない」というような経験

注1） 　薬剤を文化財用として使用することに関する規
制はないが，薬剤を構成する化学物質に関しては，
製造，輸入，使用等について化審法（化学物質の
審査及び製造等の規制に関する法律 10））等で規制
されている。
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則による評価は除外される。場合によっては，
第三者による試験の実施を求める項目も含ま
れ，自社主導でこういった体制作りや対応が可
能かどうかも審査の際に考慮される。こうした
様々な事柄に審査が及ぶ背景には，文化財分野
で使用される可能性のある薬剤に多種多様なも
のが含まれることから，対象，使用範囲，効果，
影響などに関する定まった一律のフォーマット
を用意することが困難という事情がある。

6．文化財等の材質への影響試験の考え方
　まず念頭に置くべきこととしては，文化財に
対して薬剤を使用するということは，高濃度あ
るいは多量の化学物質に文化財が晒されること
を意味し，汚損，毀損の懸念があるということ
である。実際に適切ではない薬剤を使用したこ
とによる毀損事故も過去に発生している11）。ま
た，文化財に薬害が発生しなかったとしても，
薬剤使用にあたっては管理された展示保存環境
とは異なる環境下に文化財が置かれることにな
るので，程度の大小はあるとしても，文化財に
ストレスやプレッシャーが生じている状況にあ
ることを理解しておく必要がある。文化財への
影響についてあらかじめ検討し，化学物質の使
用にあたっては必要最低限を用いることが大切
である12）。
　文化財に直接あるいは間接的に接触する薬剤
に対して，その影響を明らかにするために実施
されるのが影響試験である。
　具体的な影響試験としては，天然顔料や油絵
の具，染料などを濾紙に塗り，薬剤雰囲気の満
ちた空間内に所定時間，静止して変色を確認す
るもの 12），Oddyテストを参考に金属に対する
錆の発生を観察する方法などが挙げられる。
　影響試験によって，顔料や金属などに影響を
及ぼさないか，影響を及ぼす場合はどういった
条件下でどのような影響が生じるか，その回避
方法としてはどのような手法が考えられるかも
検討する必要がある。
　影響試験方法の一例を“文化財虫菌害防除薬
剤の文化財材料への影響試験方法13）”で示して
いるが，これはあくまでも例示であって，全て

の薬剤がここに示した方法のみで試験を行えば
よいというものではない。
　燻蒸剤や蒸散剤のように「様々な種類の文化
財 ＝多種多様な材質」の処理に使われる可能性
がある薬剤は，材質試験の項目を増やす必要が
ある。
　噴霧剤（ミスト剤），表面処理剤，燻煙剤の
ように薬剤成分やその残渣の化学物質が文化財
に付着し残留する薬剤については，施工時のみ
の瞬間的な影響だけではなく，付着した物質の
残留年数に応じた長期の経年的な影響，残留物
質の経年的化学変化も調べる必要があるため，
影響評価自体がそもそも難しい。

7．文化財虫菌害防除認定薬剤の主な種別
　当研究所の文化財虫菌害防除薬剤等認定規程
に基づき認定を受けている薬剤注2），注3）の主な種
別は，次のとおりである。以下の認定薬剤およ
び，これ以外の認定薬剤と誤認されることがあ
る薬剤注2），注3）について，それぞれの特徴，選定
や使用上の注意点を＜講座・（後編）＞で解説し
たい。

・蒸散性防虫殺虫剤
・燻蒸剤
・木材用防虫防腐剤
・土壌処理剤
・シロアリ防除用ベイト剤（食毒剤）

注2） 　噴霧剤（ミスト剤），表面処理剤，燻煙剤のよう
に薬剤成分やその残渣の化学物質が文化財に付着
し残留する薬剤については，6.のとおり，施工時の
影響だけではなく，残留物質の経年変化に対する
評価法や除去法が開発されていないことから影響
評価ができず，原則，登録されたものはない。

注3） 　防カビ剤のように，薬剤使用以外の方法（環境
改善）によって目的が達成可能なものについては，
化学物質は必要最低限を用いる 12）という考え方，
および，カビの化学的制御は資料や記念物におい
ては適用が困難である場合がほとんどであるとの
指針 14）に基づき，これまでに登録されたものはな
い。なお，カビ被害防止にあたっては，カビの繁
殖を抑えるためには，水分制御と清掃，資料清掃
が欠かせないとの方針がカビ対策マニュアル内で
も示されている14）。
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